
　

令
和
４
年
度
（
令
和
３
年
分

所
得
）
の
市
・
県
民
税
が
課
税

さ
れ
る
人
に
、
税
額
な
ど
を
記

載
し
た
納
税
通
知
書
（
税
額
決

定
通
知
書
）
を
６
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
。

◆
給
与
所
得
者
に
係
る
市
・
県

民
税
の
特
別
徴
収

　

給
与
所
得
者
は
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
人
を
除
い
て
、

特
別
徴
収
（
給
与
か
ら
の
天
引

き
）に
よ
る
納
付
に
な
り
ま
す
。

　

給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、

「
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
・
変

　

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
で
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

は
、
市
民
病
院
で
人
間
ド
ッ
ク

を
３
割
負
担
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
受
検
要
件

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
場

合
は
、
加
入
期
間
６
カ
月
以
上

②
受
検
時
の
年
齢
が
30
歳
以
上

③
保
険
税
（
料
）
に
未
納
が
な

い④
前
回
の
受
検
か
ら
お
お
む
ね

１
年
以
上
経
過
し
て
い
る

⑤
今
年
度
内
に
特
定
健
康
診
査

を
受
診
し
な
い

⑥
今
年
度
内
に
短
期
人
間
ド
ッ

ク
以
外
の
人
間
ド
ッ
ク
を
受
検

し
て
い
な
い

更
通
知
書
」が
届
き
ま
す
。

◆
減
免
制
度

　

生
活
困
窮
や
災
害
な
ど
、
一

定
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、

市
・
県
民
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
納

期
限
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

下
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
し
て
い
な
い
人

　

令
和
３
年
中
に
高
齢
や
無
職

な
ど
に
よ
り
所
得
が
な
か
っ
た

人
、
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
、
生

年
月
日
が
平
成
15
年
４
月
１
日

以
前
の
学
生
な
ど
も
申
告
書
を

⑦
市
が
検
査
結
果
を
受
領
し
、

特
定
健
康
診
査
な
ど
に
利
用
す

る
こ
と
に
同
意
す
る

◆
自
己
負
担
額

　

50
歳
以
上
の
男
性
は
１
万
５

０
１
０
円
、
そ
れ
以
外
の
人
は

１
万
４
１
３
０
円
で
す
。

◆
受
検
予
約
と
申
請
方
法

　

検
査
医
療
機
関
の
市
民
病

院
（
☎
72
・
１
５
２
５
）
に
受

検
予
約
を
し
た
上
で
、
市
民
課

（
市
役
所
１
階
）
に
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、

受
検
が
一
時
休
止
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
課
☎
73
・
０
０
８
６

市
・
県
民
税

納
税
通
知
書
を
発
送

人
間
ド
ッ
ク
助
成

３
割
負
担
で
受
検
で
き
ま
す

税
務
課
（
市
役
所
１
階
）
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
書

は
、
各
種
税
務
証
明
書
な
ど
の

基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。

◆
市
・
県
民
税
が
非
課
税
の
人

●
均
等
割
と
所
得
割
が
非
課
税

の
人

①
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
る
人

②
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
ひ
と

り
親
ま
た
は
寡
婦
で
、
前
年
中

の
所
得
が
１
３
５
万
円
以
下
の
人

●
均
等
割
が
非
課
税
の
人

　

前
年
中
の
所
得
が
次
の
計
算

式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
の
人

【
計
算
式
】
28
万
円
×
（
同
一
生

計
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親
族
の

数
＋
１
）＋
26
万
８
０
０
０
円

※
同
一
生
計
配
偶
者
お
よ
び
扶

養
親
族
が
い
な
い
場
合
は
38
万

円●
所
得
割
が
非
課
税
の
人

　

前
年
中
の
所
得
が
次
の
計
算

式
で
計
算
し
た
金
額
以
下
の
人

【
計
算
式
】
35
万
円
×
（
同
一
生

計
配
偶
者
お
よ
び
扶
養
親
族
の

数
＋
１
）＋
42
万
円

※
同
一
生
計
配
偶
者
お
よ
び
扶

養
親
族
が
い
な
い
場
合
は
45
万

円問
税
務
課
市
民
税
班

☎
73
・
０
０
８
７

　市民病院では人間ドックの
予約を受け付けています。万
が一のため検査を受け、病気
の早期発見と早期治療を心掛
けましょう。
　予約受付時間は月～金曜日
（祝日除く）の８時30分～17
時です。受検料金や検査内容
については、市
民病院ホームペ
ージをご覧にな
るか、下記まで
お問い合わせく
ださい。

問市民病院☎72－1525

市民病院で人間ドック

予約を
受け付けています

▲病院ホーム
ページはこち
ら

◆主な改正点
　令和４年度からの主な改正点は以下の通り
です。
①住宅ローン控除の控除期間を13年とする特
例期間が延長され、令和４年末までに入居し
た人が対象となりました（特例の適用には入
居日の他に一定の要件があります）。
②セルフメディケーション税制の対象となる
医薬品をより効果的なものに重点化し、手続
きの簡略化を図った上で、適用期限が５年間
（令和８年末まで）延長されます。
③勤続年数５年以下の役員等以外の退職金
（令和４年以降の支払い分）について、退職
所得控除額を控除した残額のうち、300万円
を超える部分について、２分の１課税が適用
されなくなります。
※その他の改正点や詳細については、納税通
知書に同封するリーフレットや市ホームペー
ジをご覧ください。

くらしの情報Sosa Information
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令
和
４
年
10
月
か
ら
、
後
期

高
齢
者
医
療
費
の
窓
口
負
担
割

合
に
２
割
負
担
の
区
分
が
新
設

さ
れ
ま
す
。
今
後
、
後
期
高
齢

者
医
療
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
か
ら
、
一
定
以
上
の
所

得
が
あ
る
人
に
つ
い
て
は
、
医

療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
２
割

に
な
り
ま
す
。

　

詳
細
は
健
康
保
険
証
に
同
封

す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◆
配
慮
措
置
が
あ
り
ま
す

　

２
割
負
担
と
な
る
人
は
、
負

担
増
を
抑
え
る
措
置
と
し
て
、

自
己
負
担
医
療
費
の
払
い
戻
し

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

対
象
…
２
割
負
担
の
人

内
容
…
負
担
割
合
新
設
に
よ
る

１
カ
月
の
外
来
診
療
に
係
る
負

担
増
額
を
３
０
０
０
円
ま
で
に

抑
え
ま
す
。

※
入
院
の
医
療
費
は
対
象
外
。

期
間
…
令
和
４
年
10
月
〜
７
年

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

窓
口
負
担
割
合
に
２
割
が
新
設

◆60歳以上の人などへの４回目接種
　市では、３回目接種から５カ月が経過した①60歳以
上の人、②18歳以上で、基礎疾患を有する人やその他
重症化リスクが高いと医師が認める人を対象に、４回
目接種を実施します。接種券の発送などは準備中です。
使用ワクチン…ファイザー社製ワクチンまたはモデル
ナ社製ワクチン
※５月23日時点の情報です。
◆12歳以上の人への３回目接種
　令和３年12月31日までに２回目接種が完了した対象
者に接種券を発送しました。それ以降に接種した人に
は順次発送予定です。
使用ワクチン…【12歳～17歳】ファイザー社製ワクチ
ン、【18歳以上】ファイザー社製ワクチンまたはモデル
ナ社製ワクチン
場所…市民ふれあいセンター、市内協力医療機関

◆５歳以上の人への１・２回目接種
　１・２回目接種も引き続き行っています。これから
満５歳になる人には順次接種券を発送します。
使用ワクチン…【５歳～11歳】ファイザー社製の小児
ワクチン、【12歳以上】ファイザー社製ワクチン
場所…市内協力医療機関

問健康管理課☎73－1200

▼予約専用コールセンター

☎0479－85－5672
※祝日除く月～金曜日の９時
～16時30分

▼予約専用サイト

▲

こ
ち
ら
か
ら

ア
ク
セ
ス
で
き

ま
す

　接種希望者は、専用コールセンターま
たは専用サイトから予約をしてください。

予約
方法

新型コロナ
ワクチン情報 60歳以上の人などへの４回目接種を実施

９
月

◆
健
康
保
険
証
更
新
が
２
回

　

令
和
４
年
度
は
、
窓
口
負
担

割
合
の
新
設
の
た
め
、
健
康
保

険
証
の
更
新
が
７
月
と
９
月
の

２
回
に
な
り
ま
す
。

有
効
期
間
…【
７
月
更
新
】
令

和
４
年
８
月
〜
９
月
、【
９
月

更
新
】
令
和
４
年
10
月
〜
５
年

７
月

《
問
い
合
わ
せ
先
》

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５

７
０
・
０
８
０
・
２
８
０

市
民
課
保
険
料
班
☎
73
・
０
０

８
６

　生活習慣病の予防や疾病の早期発見のため、年に
１回、健診を受診しましょう。対象者には、５月に
受診票を送付しました。費用は無料です。
◆対象
国保特定健診…４月１日現在の千葉県国民健康保険
加入匝瑳市適用者のうち30歳から74歳の人
後期高齢者健診…市内に住所を有する千葉県後期高
齢者医療被保険者
◆受診方法
個別健診…６月～９月に協力医療機関で受診（要予約）
集団健診…集団健診会場（＝下表）で受診

　詳細は受診票に同封した「健診のお知らせ」をご
覧ください。
《問い合わせ先》
・健診の内容と日程は
　健康管理課☎73－1200
・受診資格に関することは
　市民課国保年金班☎73－0086

◆表　集団健診の日程
実施日 会場

６月

１日（水）・２日（木） 野栄総合支所

６日（月）・７日（火）
９日（木）・10日（金）

保健センター

10月
１日（土）・２日（日）
３日（月）・４日（火）

市民ふれあいセンター

年に１回、受診しましょう
国保特定健診・後期高齢者健診
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